
独立行政法人環境再生保全機構平成 20 年度計画 

独立行政法人環境再生保全機構（ 以下「 機構」 と いう 。） は、 独立行政法人通

則法（ 平成 11 年法律第 103 号） 第 31 条の規定に基づき 、 中期計画を実施する

ため、 機構に係る 平成 20 年度の業務運営に関する 計画（ 年度計画） を次のと お

り 定める 。  

１ ． 業務運営の効率化に関する 目標を達成する ためと る べき 措置 

（ １ ） 組織運営の効率化 

機構が担う 業務について、 適切かつ着実に遂行する ため、 各業務の進捗

状況に応じ た組織運営の効率化を推進する 。  

ま た、 新人事評価制度を適切に運用する こ と によ り 、 各部門の業務につ

いて、 職員の責任と 役割分担を明確にし 、 年度計画の達成に向け、 効率的

な業務遂行体制を整備する 。  

（ ２ ） 業務運営の効率化 

① 業務に対する 事後評価の実施 

前年度の業務実績を取り ま と め、自己点検、自己評価を行う と と も に、 

業務点検・ 助言委員会を開催し 、 その結果を 業務運営に反映さ せる こ と

によ り 、 業務の効率化を図る 。  

② 事務処理の簡素化、 迅速化の推進 

情報共有化シス テムの活用によ り 、 情報の共有化、 知識の共有化を 推

進する 。 こ れによ り 、 経費の削減等を実現する 。  

③ 外部委託の推進 

機構独力では回収困難な債権のう ち、 早急に整理・ 回収を図る 必要が

ある 延滞債権等を債権回収専門会社（ サービサー） に委託する 。  

ま た、 サービス の低下を招かず、 経費節減につながる と 考えら れる 業

務については、 引き 続き 外部機関を活用する 。  

④ 契約に係る 競争の推進 

「 随意契約見直し 計画」 (平成 19 年 12 月策定)を踏ま えて、契約の性質
又は目的が競争を 許さ ない場合等を除き 、 原則と し て競争（ 企画競争・

公募を含む。） に付する 。  

⑤ 電子化の推進等 

オンラ イ ン等電子申請を行っている 業務は、 受付後の内部事務処理シ

ス テムの活用を促進さ せ、 事務処理の一層の効率化を図る 。  
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（ ３ ） 経費の削減・ 効率化 

① 一般管理費 

一般管理費（ 移転経費及び独法化準備経費並びに緑地事業関係経費及び

石綿健康被害救済関係経費を除く 。） について、 中期目標期間の最終年度
において平成 15 年度比で 15％を上回る 削減を達成する ため、 平成 20 年
度においても 競争的契約の推進によ る 調達コ ス ト の削減を図る など 、 業

務の効率化に努める 。  
なお、石綿健康被害救済関係経費に係る 一般管理費については、中期目

標期間の最終年度において平成18年度比で６ ％を上回る 削減を達成する
ため、平成 20 年度においても 競争的契約の推進によ る 調達コ ス ト の削減
を図る など、 業務の効率化に努める 。  

② 事業費 

事業費（ 公害健康被害補償納付金等を除く 。） について、平成20 年度において

も１ ％以上の業務の効率化を行う 。  

運営費交付金を 充当する 事業費について、 中期目標期間の最終年度に 

おいて平成 15 年度比各勘定で５ ％を上回る 削減を達成する ため、平成 20 

年度においても 業務委託単価の見直し 及び競争的契約の推進によ る 調達

コ ス ト の削減を図る など、 業務の効率化に努める 。  

なお、 債権回収委託費については、 中期目標期間の最終年度にあたるこ と

から 、 平成 16 年度比で３ 割を上回る削減を達成するため、 平成 20 年度にお

いても 適切な執行に努める。  

ま た、 石綿健康被害救済関係経費に係る 事業費（ 石綿健康被害救済給

付金を除く 。） については、 中期目標期間の最終年度において平成 18 年

度比で２ ％を上回る 削減を達成する ため、 平成 20 年度においても 競争的

契約の推進によ る 調達コ ス ト の削減を図る など、 業務の効率化に努める 。 

（ ４ ） 業務における 環境配慮 

国等によ る 環境物品等の調達の推進等に関する 法律（ グリ ーン購入法）

に基づき 、「 環境物品等の調達の推進を図る ための方針」 を定め、 ホームペ 

ージで公開する と と も に、 同方針に基づき 、 調達目標について、 緊急時等

を除き 100％達成する 。  

ま た、 日常業務の遂行にあたり 、「 温室効果ガス の排出削減等のため実行

すべき 措置について定める 実施計画」 及び平成 20 年度に策定する「 環境配
慮のための実行計画」 に基づき 、 エネルギー及び資源の有効利用、 節減に

努める など環境配慮を徹底する 。  
さ ら に、 平成 19 年度の事業活動に係る 環境配慮等の状況に関し 、 環境報

告書を作成し 公表する 。  
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２ ． 国民に対し て提供する サービ ス その他の業務の質の向上に関する 目標を達

成する ためと る べき 措置 

機構が担う 業務や事業等の対象と なる 関係者、 地域住民及び地方公共団体 

等関係機関に対し 、 機構ホームページ、 機構業務案内、 パンフレ ッ ト 等を作成

し 、 情報提供を行う 等、 確実かつ適切に周知・ 広報を行い、 円滑な業務の遂行

に努める 。  

ま た、 機構が環境分野の政策実施機関と し ての役割と 責任を果たすこ と が

でき る よ う 業務の改善・ 見直し を行う 。  

＜公害健康被害の補償及び予防業務＞ 

（ １ ） 汚染負荷量賦課金の徴収 

① 汚染負荷量賦課金の適正・ 公平な徴収 

補償給付等の支給に必要な費用を確保する ため、汚染負荷量賦課金の徴

収計画額に係る 徴収率及び申告額に係る 収納率は、委託商工会議所を通じ

た納付義務者への効果的指導及び納付義務者から の相談、質問事項等への

的確な対応によ り 、 平成 15 年度実績の水準の維持を図る 。  

② 納付義務者等に対する 効果的な指導 

ア－１  委託商工会議所担当者研修会を開催して、公健制度及び納付義務者への

対応等の習熟を図り つつ、 商工会議所へ赴き、 委託業務の点検、 指導を行う 。 

ア－２  汚染負荷量賦課金徴収業務の一部事務委託については、 平成 21 年度業

務から民間競争入札による契約と するため、 準備を進める。  

イ申告･納付説明会出席事業者の意見・ 要望を聴取し 、 その結果を踏ま

え、 必要に応じ て納付義務者への申告・ 納付に係る 説明資料・ 説明内

容の改善を図る 。  

③ 納付義務者に対する サービス の向上 

ア 委託商工会議所が主催する 説明会へ機構職員を 派遣し 、 納付義務者

から の相談、 質問事項等に的確に対応する 。  

イ 汚染負荷量賦課金申告書の記入、 硫黄酸化物排出量の算定において、 誤

り の多い事例を把握し 、 必要に応じ て説明資料に反映さ せる。  

また、 申告･納付説明会開催期間中の問い合わせに的確に対応する体制を

確保する。  

ウ 賦課金専用ホームページに常設し ている ｢電子メ ールによ る ご意見･

ご質問のコ ーナー｣を活用し 、 前年度の改善結果をも 踏ま え、 必要に応

じ てホームページの改善を図る 。  
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エ ｢名称等変更届出書｣のオンラ イ ン化について、 申告・ 納付説明会等

を通じ 、 納付義務者への周知を行い、 利用促進を図る 。  

（ ２ ） 都道府県等に対する 納付金の納付 

① 納付申請等に係る 事務処理の効率化 

ア 都道府県等から の提出期限の徹底を 引き 続き 図る と と も に、 フ ロ ッ

ピ ーディ ス ク によ る 申請など によ り 、 事務処理日数を 平成 15 年度比

25％削減の水準を維持する 。  

ま た、 必要に応じ て、 補償給付費納付金関係書類作成要領等を見直

し 、 都道府県等の担当者へは、 引き 続き 周知徹底を図る 。  

イ 現地指導は、 原則と し て、 ３ 年に１ 回のサイ ク ルで実施する 。  

ウ 福祉事業の実態調査を通じ 情報収集を行い、その結果を必要に応じ て、

環境省主催の担当者研修会の場で報告する 等、 国や事業を実施する 都

道府県等へ情報提供を行う 。  

② 納付金の申請等に係る 手続き の電子化等の推進によ る 事務負担の軽減 

フロ ッ ピーディ ス ク 等によ る 申請については、都道府県等の意見を踏ま 

え、 必要に応じ てシス テムの改修を行う 。 ま た、 都道府県等の利便性を図

る ため、 都道府県等がいつでも オンラ イ ン申請でき る よ う にする 。  

（ ３ ） 公害健康被害予防事業 

① 公害健康被害予防基金の運用と 事業の重点化 

ア 公害健康被害予防基金の運用については、 中期計画の内容を踏ま え

て、 平成 20 年度の基本運用方針を策定し 、 安全かつ有利な運用を行

う 。  

イ 事業の重点化・ 効率化 

各事業分野別に新たに把握し たニーズを 踏ま え、 事業を重点化し 、

かつ、 効率化を図る 。  

なお、 その際、 環境省の自立支援型公害健康被害予防事業費補助金

も 活用する 。  

② ニーズの把握と 事業の改善 

効果的かつ効率的に業務を行う ため、事業参加者へのアンケート 調査等

を実施し 、 ぜん息等の患者、 地域住民の満足度やニーズを的確に把握し 、

その結果を事業内容に的確に反映さ せる こ と によ り 事業の改善を図る 。  
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③ 調査研究事業の実施及び評価 

ア 中期計画の内容を踏ま え、  

・  環境保健分野では、「 気管支ぜん息発症予防のための日常生活の管

理・ 指導」 等を中心に目的を絞って６ 課題の研究を実施する 。  

・  大気環境の改善分野では、 新規の調査研究課題について、 公募に

よ り 実施する 。  

なお、公募の実施に当たっては、ホームページ等を活用し て広範な

周知を図る 。  

ま た、 課題の採択については、 外部の有識者によ る 評価を行い、 公

募の締切日から 60 日以内に決定する 。  

なお、 調査研究費総額は平成 15 年度比で 20％以上削減する 。  

イ 各調査研究課題の外部有識者によ る 評価と し て、 年度評価を行う と

と も に、 課題の終了後には事後評価を実施する 。 ま た、 その評価結果に

ついては研究者へフィ ード バッ ク し 、 次年度の研究内容（ 研究資源の配

分、 研究計画（ 中止を含む。）） に反映さ せる ほか、 各分野における 事業

の展開にフィ ード バッ ク さ せる 。  

ま た、 研究成果については、 研究発表会等で公表する ほか、 機構のホ

ームページ上で広く 公開する 。  

④ 知識の普及及び情報提供の実施 

ア 地域住民のぜん息等の発症予防、健康回復及び地域の大気環境の改善

に係る 知識の普及を行う ため、 パンフレ ッ ト の作成、 ぜん息専門医等に

よ る 講演会の開催やぜん息電話相談などの事業を積極的に実施する 。  

各事業については、それぞれの事業内容についての評価を把握する た

め、 当該事業が実施さ れた年度の参加者、 利用者に対する アンケート 調

査を実施する 。 アンケート の調査結果を事業に反映さ せる こ と によ り 、

有効回答者のう ち 80％以上の者から ５ 段階評価で上から ２ 段階ま での

評価を得る こ と を達成する と と も に、 質の向上を図る 。  

ま た、既存のパンフレ ッ ト 等については、必要に応じ て内容の見直し

を行っていく 。  

イ ホームページ等を 活用し 、 各事業の実施を通じ て得ら れた最新の知

見や情報を幅広く 積極的に提供する 。  

⑤ 研修の実施

地方公共団体が実施する 健康相談事業、 健康診査事業、 機能訓練事業及

び大気環境の改善事業の従事者を対象に、各事業への理解を深める と と も

に事業実施に必要な知識及び技術等を理論的・ 実践的に習得する こ と を目

的に、 機能訓練研修、 保健指導研修( 小児・ 成人) 及び環境改善研修を実施

する 。  
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ま た、 研修ニーズを把握し 、 その内容を研修のカリ キュ ラ ム作成（ 講座

内容、 講師） 等に反映さ せる こ と によ り 、 受講者に対する アンケート 調査

結果が「 有意義であった」 と の評価を有効回答者のう ち 70％以上から 得

ら れる よ う にする と と も に、 質の向上を図る 。  

⑥ 助成事業の効果的・ 効率的な実施 

ア 助成事業の重点化 

ⅰ)  環境保健分野に係る 助成事業については、 地方公共団体と 連絡・

調整を 図り つつ、 健康相談事業、 健康診査事業、 機能訓練事業等地

域住民のぜん息等の発症予防・ 健康回復に直接つながる 事業に引き

続き 重点化を図る 。  

なお、その際、環境省の自立支援型公害健康被害予防事業費補助金

も 活用する 。  

ま た、 事業内容については、 関係地方公共団体や地域住民のニー 

ズを的確に把握し 、地域住民が参加し やすく 、よ り 効果的なぜん息等

の発症予防及び健康回復を図る も のと する 。さ ら に、地方公共団体の

担当者が出席する 実務者連絡会議については、事例発表などの情報交

換を積極的に行い、 事業の効果的な実施に努める 。  

さ ら に、 よ り 多く の住民が事業に参加でき る よ う 、 地方公共団体

と 共同で事業の紹介を行う 。  

ⅱ)  大気環境の改善分野に係る 助成事業については、関係地方公共団体

等のニーズを反映し つつ、 局地的な大気汚染地域の大気汚染の改善に

つながる 事業を引き 続き 実施する 。  

イ 地方公共団体における 電子化の進展状況を勘案し つつ、 助成金交付

申請等手続のオンラ イ ンシス テムを活用し 、 地方公共団体の事務負担

の軽減を図る 。  

ま た、 オンラ イ ン化が不可能な地方公共団体に対し 、 フ ロ ッ ピ ーデ

ィ ス ク 等によ る 申請も 受付ける こ と と する 。 なお、 助成金交付決定等

に係る 事務処理日数は、 平成 15 年度比 20％削減の水準を維持する 。  

＜地球環境基金業務＞ 

（ １ ） 助成事業に係る 事項 

① 助成の固定化の回避 

一つの事業に対する 助成継続年数は、 ３ 年間を限度と し 、 特段の事情 

がある 場合でも ５ 年を 超えないこ と と する こ と を募集要領に明記し 厳正

に履行する 。  

また、 助成対象の裾野を広げるための「 発展助成」 を実施する。  
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② 助成の重点化等 

助成対象については、 環境基本計画の重点分野等国の政策目標や社会

情勢等を勘案し た分野に、 ま た海外の助成対象地域については、 開発途

上地域のう ちアセアン地域など のアジア太平洋地域を中心と する 地域に、

重点化を図る 。  

ま た、 地球環境基金運営委員会の下に設置し た評価専門委員会におい

て事後評価を実施する 。  

③ 処理期間の短縮 

助成金の支給に当たり 、厳正な審査を引き 続き 実施し つつ、振込日の分

割を継続し 、 支払申請書受付から 支払いま での１ 件当たり の平均処理期

間を平成 15 年度比 10％短縮の水準を維持する 。  

④ 第三者機関によ る 評価を踏ま えた対応 

民間団体の代表者等の参加を得た助成専門委員会等によ り 、具体的な助

成金交付に係る 募集要領と 審査方針を策定のう え審査を 行い、 結果を公

表する 。  

助成し た事業の成果について評価要領に基づき 、 事後評価を実施する 。 

ま た、 平成 19 年度評価の結果を公表する と と も に、 評価専門委員会の

意見を 踏ま え助成専門委員会において、 募集要領及び審査方針へ反映さ

せる 。  

⑤ 利用者の利便向上を図る 措置 

ア 平成 19 年度の検討結果を踏ま え、 現行の枠組みの下で募集及び内定

を行い、 交付決定の早期化を前年度と 同水準で維持する 。  

イ 助成金交付要望団体や助成先団体への利便性の向上を 図る ため、 募

集案内、各種申請書等の様式をホームページから ダウ ンロ ード でき る よ

う にする ほか、ホームページ上での事業に係る Ｑ ＆Ａ の充実等を推進す

る 。  

ウ 助成先団体一覧及び活動事例を ホームページで速やかに紹介し 、 よ

り 広範な情報提供を行う 。  

（ ２ ） 振興事業に係る 事項 

① 調査事業の重点化 

調査事業について、 重点施策等国の政策目標に沿っ た調査研究に取り

組むと と も に、 研修事業と し て開催する 講座等を活用し て、 民間団体等

のニーズ調査を行う 。  

なお、環境保全に関する協働活動推進モデル事業については、環境パート ナー

シッ プに関する国等の施策の充実を踏まえ、 平成20 年度限り で廃止する。  
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② 研修事業の効果的な実施 

研修ニーズを把握し 、 その内容を 研修カリ キュ ラ ム作成（ 講座内容、

講師） 等に反映さ せ、 質の向上を図る ため、 受講者に対する アンケート

調査を行い、 有効回答者のう ち 70％以上から 「 有意義であった」 と の評

価を得ら れなかったも のについては、 次年度に向けた改善を図る 。  

ま た、 環境Ｎ Ｇ Ｏ の研修ニーズの変化等を 踏ま え、 研修講座の一部を

廃止する と と も に、 情報提供事業及び研修事業の実施に当たっ て、 競争

入札等の導入拡大を図る 。  

（ ３ ） 地球環境基金の運用等について 

民間出えん金の受入状況や基金の造成状況を 掲載する 等ホームページや

広報誌の充実を図り 、 地球環境基金事業の役割に対する 国民・ 事業者等の

理解が得ら れる よ う に努め、 基金の更なる 積増し を図る ため、 引き 続き 積

極的に募金等の活動を行う 。  

ま た、 地球環境基金の運用につき 、 安全かつ有利な運用に努める 。  

＜ポリ 塩化ビフェ ニル廃棄物処理基金によ る 助成業務＞ 

助成金交付の透明性・ 公平性を確保する ため、 事業の採択及び助成対象事

業の実施状況等をホームページ等において公表する 。  

＜維持管理積立金の管理業務＞ 

廃棄物の処理及び清掃に関する 法律に基づく 維持管理積立金の積立者に対し 、

運用状況等の情報提供を行う 等透明性を確保し 、運用利息額等を定期的に通知する。 

また、 維持管理積立金の適正な運用を図る。  

＜石綿健康被害救済業務＞ 

（ １ ） 制度に関する 情報提供 

① 救済制度について、広報実施計画を定め、ポスタ ー、 パンフレッ ト の作成・

配布及び新聞一般紙、 専門誌、 広報誌など多様な媒体を活用し 、 確実かつ広

範な広報を実施する。  

特に特別遺族弔慰金・ 特別葬祭料の請求については、 請求期限が平成 21 年

３ 月 27 日であるこ と から 、 請求を促すため、 効果的な手法を用いた周知の徹

底を図る。  

② 石綿健康被害者及びその遺族等が速やかに手続き が行える よ う 、 申請書類

等を都道府県等、 地方環境事務所に備え置く 。 また、 機構ホームページに掲

載し ている申請手続き、 記載例等については、 適宜、 見直し を行う 。  

③ 制度に関する 相談、 質問事項に対応する ため、 無料電話相談や、 機構内に
相談窓口を設け来訪者に対し 制度及び申請手続きの説明を行う 。  
また、 申請等の受付業務の委託を受ける 保健所等の担当者が適切に業務 
を処理でき る よ う 作成し ている マニュ アルについては、 適宜、 見直し を行
う 。  
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④ 無料電話相談、 相談窓口、 ホームページを通じ て、 利用者の意見・ 要望を

聴取・ 整理し 、ホームページの充実を図ると と も に、制度の運営状況について

公表する。  

（ ２ ） 石綿健康被害者の認定 

認定申請書等の受付後、 環境大臣に医学的判定を要する事項に関する判定を

申し 出るに当たり 、 執務マニュアルに基づき、 迅速な処理を行う 。  

また、 受付、 審査等の処理状況を踏まえつつ、 適宜、 執務マニュ アルの見直

し を行う 。  

（ ３ ） 救済給付の支給 

① 救済給付の支給の請求について、 執務マニュアルに基づき、 適切な処理

を行う 。  

また、 救済給付の支給状況を踏まえつつ、 適宜、 執務マニュアルの見直

し を行う 。  

② 救済給付の支給を受けた石綿健康被害者及びその遺族等を対象に、救済

給付の支給に係る 手続き や申請書類等の提出に係る 意見等を 把握する た

めの調査を実施する 。  

（ ４ ） 申請者、 請求者情報の管理 

申請者・ 請求者等の個人情報の保護を図る ため、 申請書類等の管理を厳重に

行う と と も に、 個人情報保護の高度化を図る。  

（ ５ ） 救済給付費用の徴収 

① 船舶所有者から の一般拠出金及び特別事業主から の特別拠出金について、

引き続き関係機関と の連携を図り 、 適正な徴収及び収納を行う 。  

② 納付義務者の相談、 質問事項に対応する ため、 申告に関する 手引やホー

ムページ等の充実を図る。  

３ ． 予算（ 人件費の見積も り を含む。）、 収支計画及び資金計画 

（ １ ） 予算      別紙のと おり    

（ ２ ） 収支計画    別紙のと おり    

（ ３ ） 資金計画    別紙のと おり    

（ ４ ） 承継業務に係る 債権・ 債務の適切な処理 

破産更生債権及びこ れに準ずる 債権並びに貸倒懸念債権のう ち、 会社更

生法・ 民事再生法に基づく 計画認可の決定、 商法に基づく 整理計画の決定、
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銀行取引停止処分、 解散・ 清算・ 事業閉鎖に至ったも のその他財務状況から

みて返済確実性の認めら れない債権について迅速に償却処理を行う 。  

ま た、 以下のと おり 債権管理回収業務を積極的に推進する 。  

① 返済慫慂 

財務状況から 見て返済確実性がある と 認めら れる にも かかわら ず、返済

に問題がある も のに対し ては、 債権回収専門会社（ サービサー） への外

部委託も 含め厳正に返済を慫慂し 、 回収を強力に促進する 。  

② 法的処理 

破産更生債権及びこ れに準ずる 債権について法的処理を 厳正に進める

と と も に、 貸倒懸念債権については、 引き 続き 返済猶予の認定を厳格に

行い、 その上で法的処理が適当と 認めら れる も のについては、 期限の利

益を喪失さ せ、 実態に応じ て担保処分等を積極的に推進する 。  

③ 債権分割 

特定の組合員企業の破綻など によ り 組合全体と し て債務返済に困難を 

き たし ている 中小企業組合について、 健全な組合員から の回収を早期に

行う 等によ り 、 回収額を最大化でき る と 認めら れる 場合には、 債権分割

によ り 回収を行う 。  

上記①～③の方法等によ り 、平成 20 年度中に正常債権以外の債権から 40 

億円を上回る 回収を見込む。  

上記の処理に加え、 経費削減、 債券発行によ る 資金調達及び回収努力等

の最大限の自助努力を行う こ と を前提と し て、承継業務に係る 元本債権の貸

倒引当金相当額等の補てんに必要な補助金が、 37 億円交付さ れる こ と を予

定し ている 。  

４ ． 短期借入金の限度額 

平成 20 年度において、 一時的な資金不足等が発生し た場合、 その対応のた

めの短期借入金の限度額は、 単年度 26, 000 百万円と する 。  

５ ． 重要な財産の処分等に関する 計画 

重要な財産を譲渡、 処分する 計画はない。  

６ ． 剰余金の使途 

・  公害健康被害予防事業の充実及びその推進に係る 電子化、 機器整備 

・  地球環境基金業務における 助成事業・ 振興事業の充実、 資料の電子化等業

務の改善 

・  石綿健康被害救済業務に係る 経費 

・  債権管理回収業務に係る 経費 

・  人材育成及び広報の充実 
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７ ． その他主務省令で定める 業務運営に関する 事項 

（ １ ） 施設及び設備に関する 計画 

なし  

（ ２ ） 人事に関する 計画 

① 人員配置、 職員の業績評価及び人材育成 

職員の適性を的確に把握し 、適材適所に応じ た人員配置を行う 。ま た、

各業務、 事業毎に定める 目標を達成する ために新人事評価制度の運用に

よ り 、 職員一人ひと り の意識の向上を図る と と も に、 その成果に応じ た

業績を適正に評価する 。  

ま た、 前年度に引き 続き 業務上必要な各種研修を積極的に行う と と も

に、 外部で行われる 研修にも 積極的に参加さ せ、 も って職員の能力開発

を図り 、 業務上必要な知識・ 技術の向上を支援する 。  

② 人事に関する 指標 

・  期初の常勤職員数 152 人 

・  平成 20 年度中に６ 人削減予定 
ま た、国家公務員の給与構造改革を踏ま えた給与体系の見直し を検討

する 。  

（ ３ ） 積立金の処分に関する 事項 

なし  

（ ４ ） その他当該中期目標を達成する ために必要な事項 

平成 19 年８ 月８ 日付けの東京大気汚染訴訟の和解条項に基づき 、 公害健

康被害の補償等に関する 法律第 68 条第２ 号の予防事業の実施に充てる ため

に、 東京都に対し 、 公害健康被害予防基金から 、 東京都公害健康被害予防

基金の造成に必要な資金と し て 60 億円を助成する 。  
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別紙１
平成２０年度計画予算

（ 総 計 ）
（単位：百万円）

区 分 金 額

収入
運営費交付金 2,197
国庫補助金 5,956
その他の政府交付金 17,887
都道府県補助金 2,000
長期借入金 8,900
環境再生保全機構債券 5,000
業務収入 62,944
受託収入 0
運用収入 1,536
その他収入 1,324

計 107,745

支出
業務経費 79,735
公害健康被害補償予防業務経費 62,903
うち人件費 183
石綿健康被害救済業務経費 8,786
うち人件費 435
基金業務経費 7,801
承継業務経費 244

受託経費 0
借入金等償還 31,213
支払利息 2,625
一般管理費 732
人件費 1,246

計 115,550

［人件費の見積り］
平成20年度  1,363百万円を支出する。
ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当に相当

する範囲の費用である。

公害健康被害補償予防業務経費と石綿健康被害救済業務経費のうちの人件費は、運
営費交付金の対象外である。

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。



（ 公害健康被害補償予防業務勘定 ）
（単位：百万円）

区 分 金 額

収入
運営費交付金 527
国庫補助金 256
その他の政府交付金 10,155
業務収入 45,507
受託収入 0
運用収入 1,273
その他収入 86

計 57,804

支出
業務経費
公害健康被害補償予防業務経費 62,903
うち人件費 183

受託経費 0
一般管理費 235
人件費 589

計 63,727

［収入支出予算の弾力条項］ 
１．補償給付費納付金の支出予算に不足を生じたときは、当該不足額を限度として補償給
付費納付金の支出予算の増額をすることができる。

２．受託収入が予算に比して増加した場合には、その増加額を限度にその事業に要する
支出予算の額を増額することができる。

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。



（ 石綿健康被害救済業務勘定 ）
（単位：百万円）

区 分 金 額

収入
その他の政府交付金 7,732
業務収入 1,274
その他収入 4

計 9,010

支出
業務経費
石綿健康被害救済業務経費 8,786
うち人件費 435

一般管理費 183
人件費 42

計 9,010

［収入支出予算の弾力条項］ 
石綿健康被害救済給付金並びにその業務の事務に要する経費の支出予算に不足を生
じたときは、当該不足額を限度として石綿健康被害救済給付金等の支出予算の増額をす
ることができる。

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。



（ 基金勘定 ）
（単位：百万円）

区 分 金 額

収入
運営費交付金 844
国庫補助金 2,000
都道府県補助金 2,000
運用収入 263
その他収入 1,202

計 6,309

支出
業務経費
基金業務経費 7,801

一般管理費 98
人件費 200

計 8,099

［収入支出予算の弾力条項］ 
寄付金収入及び維持管理積立金運用収入が予算に比して増加した場合には、その増加
額を限度にその事業に要する支出予算の額を増額することができる。

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。



（ 承継勘定 ）
（単位：百万円）

区 分 金 額

収入
運営費交付金 826
国庫補助金 3,700
長期借入金 8,900
環境再生保全機構債券 5,000
業務収入 16,163
その他収入 32

計 34,621

支出
業務経費
承継業務経費 244

借入金等償還 31,213
支払利息 2,625
一般管理費 216
人件費 415

計 34,713

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。



別紙２
平成２０年度収支計画

（ 総 計 ）
（単位：百万円）

区 分 金 額

費用の部 92,950
経常費用 92,950
公害健康被害補償予防業務経費 62,973
石綿健康被害救済業務経費 8,786
基金業務経費 7,801
承継業務経費 8,674
一般管理費 2,188
減価償却費 82
財務費用 2,446

収益の部 94,485
経常収益 94,485
運営費交付金収益 3,633
国庫補助金収益 256
その他の政府交付金収益 11,165
公害健康被害予防基金預り金取崩益 6,000
石綿健康被害救済基金預り金取崩益 7,996
ポリ塩化ビフェニル廃棄物基金預り金取崩益 6,806
受託収入 0
業務収入 54,184
運用収入 1,536
その他の収益 89
財務収益 2,819

純利益
目的積立金取崩額 1,535
総利益 0

1,535

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。



（ 公害健康被害補償予防業務勘定 ）
（単位：百万円）

区 分 金 額

費用の部 63,853
経常費用 63,853
公害健康被害補償予防業務経費 62,973
補償業務費 55,614
予防業務費 7,359

一般管理費 823
減価償却費 58

収益の部 63,856
経常収益 63,856
運営費交付金収益 562
国庫補助金収益 256
その他の政府交付金収益 10,155
公害健康被害予防基金預り金取崩益 6,000
業務収入 45,507
受託収入 0
資産見返負債戻入 16
運用収入 1,273
財務収益 81
雑益 5

純利益 2
目的積立金取崩額 0
総利益 2

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。



（ 石綿健康被害救済業務勘定 ）
（単位：百万円）

区 分 金 額

費用の部 9,029
経常費用 9,029
石綿健康被害救済業務経費 8,786
一般管理費 225
減価償却費 19

収益の部 9,029
経常収益 9,029
石綿健康被害救済基金預り金取崩益 7,996
その他の政府交付金収益 1,010
資産見返負債戻入 19
雑益 4

純利益 0
目的積立金取崩額 0
総利益 0

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。



（ 基金勘定 ）
（単位：百万円）

区 分 金 額

費用の部 8,100
経常費用 8,100
基金業務経費 7,801
地球環境基金業務費 890
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理業務費 6,807
維持管理積立金業務費 105

一般管理費 297
減価償却費 1

収益の部 8,100
経常収益 8,100
運営費交付金収益 1,019
ポリ塩化ビフェニル廃棄物基金預り金取崩益 6,806
地球環境基金運用収益 188
維持管理積立金運用収益 75
寄付金収益 10
資産見返負債戻入 1
雑益 1

純利益 0
目的積立金取崩額 0
総利益 0

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。



（ 承継勘定 ）
(単位 百万円)

区 分 金 額

費用の部 11,967
経常費用 11,967
承継業務経費 8,674
一般管理費 843
減価償却費 4
財務費用 2,446

収益の部 13,499
経常収益 13,499
運営費交付金収益 2,052
事業資産譲渡元金収入 8,677
資産見返負債戻入 4
財務収益 2,739
雑益 28

純利益 1,532
目的積立金取崩額 0
総利益 1,532

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。



別紙３
平成２０年度資金計画

（ 総 計 ）
(単位：百万円）

区 分 金 額

資金支出 189,142
業務活動による支出 85,057
投資活動による支出 5,050
財務活動による支出 31,241
翌年度への繰越金 67,793

資金収入 189,142
業務活動による収入 103,488
運営費交付金収入 2,197
国庫補助金収入 5,956
その他の政府交付金収入 17,887
都道府県補助金収入 2,000
業務収入 58,806
受託収入 0
運用収入 1,539
その他の収入 15,103

投資活動による収入 14,026
財務活動による収入 14,400
前年度よりの繰越金 57,227

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。



（ 公害健康被害補償予防業務勘定 ）
(単位：百万円）

区 分 金 額

資金支出 76,367
業務活動による支出 63,795
投資活動による支出 1,524
財務活動による支出 0
翌年度への繰越金 11,048

資金収入 76,367
業務活動による収入 53,669
運営費交付金収入 527
国庫補助金収入 256
その他の政府交付金収入 10,155
業務収入 41,369
受託収入 0
運用収入 1,276
その他の収入 86

投資活動による収入 7,500
財務活動による収入 0
前年度よりの繰越金 15,198

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。



（ 石綿健康被害救済業務勘定 ）
（単位：百万円）

区 分 金 額

資金支出 10,699

業務活動による支出 8,995

投資活動による支出 1,272

翌年度への繰越金 431

資金収入 10,699

業務活動による収入 9,011

その他の政府交付金収入 7,732

地方公共団体等拠出金収入 1,274

その他の収入 5

投資活動による収入 1,272

前年度よりの繰越金 416

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。



（ 基金勘定 ）
（単位：百万円）

区 分 金 額

資金支出 66,275

業務活動による支出 8,799

投資活動による支出 2,250

財務活動による支出 0

翌年度への繰越金 55,226

資金収入 66,275

業務活動による収入 20,091

運営費交付金収入 844

国庫補助金収入 2,000

都道府県補助金収入 2,000

運用収入 263

その他の収入 14,984

投資活動による収入 5,250

財務活動による収入 500

前年度よりの繰越金 40,434

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。



( 承継勘定 ）
(単位 百万円)

区 分 金 額

資金支出 35,801

業務活動による支出 3,468

投資活動による支出 4

財務活動による支出 31,241

翌年度への繰越金 1,087

資金収入 35,801

業務活動による収入 20,717

運営費交付金収入 826

国庫補助金収入 3,700

業務収入 16,163

その他の収入 28

投資活動による収入 4

財務活動による収入 13,900

前年度よりの繰越金 1,180

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。


